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特定事業所加算の算定にあたり、専門的な支援技術を必要とする重度障害児への支援が評価で
きるように、加算要件の「重度障害者への対応」、「中重度障害者への対応」の中に、「重度障害児
（重症心身障害児、医療的ケア児）への対応」を追加する。
良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて、所定単位数に加算する。

居宅介護の特定事業所加算の加算要件の見直し

居宅介護のサービス提供責任者については、指定基準の解釈通知において、「居宅介護職員初任
者研修課程の研修を修了した者であって、３年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供
責任者とする」という暫定措置を設けていたが、質の向上を図る観点から、これを廃止する。

※あわせて、「居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者として配置し、当該者
が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合は、所定単位数30％減算する」措置も廃
止。

居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者とする暫定措置の廃止
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